
（第18417号）東 京 都 公 報令和7年10月28日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健

康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条

第
一
号
に
規
定
す
る
特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び
同
条

第
二
号
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
乗
用
車
に
関
す

る
要
綱
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）…
一

○
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
一

公

告

○
都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第

三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関

す
る
要
綱
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
自
動
車
環
境
課
）…
四

○
土
地
収
用
法
に
よ
る
収
用
の
裁
決
手
続
開
始
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
都
収
用
委
員
会
）…
四

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
八
十
九
号

平
成
二
十
二
年
東
京
都
告
示
第
千
六
百
十
号
（
都
民
の
健
康
と
安

全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
五
条
第
一
号
に
規
定
す

る
特
定
低
公
害
・
低
燃
費
車
及
び
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
知
事
が

別
に
定
め
る
乗
用
車
に
関
す
る
要
綱
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
七
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
条
第
一
項
中
第
二
十
七
号
を
第
二
十
九
号
と
し
、
第
二
十
三

号
か
ら
第
二
十
六
号
ま
で
を
二
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
十
二
号
の

次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

23
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
９５％

以
上
達
成
車
燃
費
基
準
実
施

要
領
第
４
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
令
和
七
年
度

燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
９５以

上
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
た
自
動
車

24
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
９０％

以
上
達
成
車
燃
費
基
準
実
施

要
領
第
４
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
令
和
七
年
度

燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
９０以

上
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
た
自
動
車

別
表
第
二
重
量
車
（
車
両
総
重
量
が
３．

５
ト
ン
超
７．

５
ト
ン

以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
の
部
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
の
項
中

「平
成
２７年

度
燃
費
基
準
１０％

向
上
以
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
。

」

を
「平

成
２７年

度
燃
費
基
準
１０％

向
上
以
上
達
成
車
又
は
令
和
７
年

度
燃
費
基
準
９５％

以
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
（
令
和
７
年
度
燃
費
基

準
９５％

以
上
達
成
車
に
つ
い
て
は
、
型
式
の
二
桁
目
の
識
別
記
号
が

Ｖ
又
は
Ｗ
の
車
両
に
限
る
。
）
。

」
に
改
め
、
同
表
重
量
車
（
車
両

総
重
量
が
７．

５
ト
ン
超
の
も
の
に
限
る
。
）
の
部
軽
油
を
燃
料
と

す
る
も
の
の
項
中
「平

成
２７年

度
燃
費
基
準
５
％
向
上
以
上
達
成
車

で
あ
る
こ
と
。

」
を
「平

成
２７年

度
燃
費
基
準
５
％
向
上
以
上
達
成

車
又
は
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
９０％

以
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
（
令

和
７
年
度
燃
費
基
準
９０％

以
上
達
成
車
に
つ
い
て
は
、
型
式
の
二
桁

目
の
識
別
記
号
が
Ｖ
又
は
Ｗ
の
車
両
に
限
る
。
）
。

」
に
改
め
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
九
百
九
十
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
（
首
都
高
速
道
路
）
の
供
用
を
開
始
す

る
。そ

の
関
係
図
面
は
、
令
和
七
年
十
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
及
び
首
都
高
速
道
路
株
式
会
社
東

京
西
局
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

首
都
高
速
一
号

二

供
用
開
始
の
区
間

品
川
区
東
品
川
二
丁
目
五
番
二
地
先
か
ら

同
区
東
大
井
一
丁
目
二
百
四
十
八
番
一
地

先
ま
で

三

供
用
開
始
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り

四

供
用
開
始
の
期
日

令
和
七
年
十
月
二
十
九
日
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公

告

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条

例
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃

費
車
に
関
す
る
要
綱
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

都
民
の
健
康
と
安
全
を
確
保
す
る
環
境
に
関
す
る
条
例
第
三
十
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
低
公
害
・
低
燃
費
車
に
関
す
る
要
綱
（
平
成

二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
付
二
十
環
車
計
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
し
た
。

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
二
第
十
八
号
を
同
第
十
九
号
と
し
、
同
第
十
七
号
の
次
に
次
の

一
号
を
加
え
る
。

⒅
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
８５％

以
上
達
成
車

燃
費
基
準
実
施

要
領
第
４
条
の
４
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
た
令
和
七
年
度

燃
費
基
準
達
成
・
向
上
達
成
レ
ベ
ル
が
８５以

上
で
あ
る
と
評
価

さ
れ
た
自
動
車

第
三
第
三
項
の
表
重
量
車
の
部
軽
油
を
燃
料
と
す
る
も
の
の
項
中

「平
成
２７年

度
燃
費
基
準
以
上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
。

」
を
「平

成

２７年
度
燃
費
基
準
以
上
達
成
車
又
は
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
８５％

以

上
達
成
車
で
あ
る
こ
と
（
令
和
７
年
度
燃
費
基
準
８５％

以
上
達
成
車

に
つ
い
て
は
、
型
式
の
二
桁
目
の
識
別
記
号
が
Ｖ
又
は
Ｗ
の
車
両
に

限
る
。
）
。

」
に
改
め
る
。

次
の
附
則
を
加
え
る
。

附
則

こ
の
要
綱
は
、
令
和
７
年
１０月

２８日
か
ら
施
行
す
る
。

土
地
収
用
法
（
昭
和
２６年

法
律
第
２１９号

）
第
４５条

の
２
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、

公
告
す
る
。

令
和
７
年
１０月

２８日

東
京
都
収
用
委
員
会

会
長

松
尾

弘

１
起
業
者
の
名
称
中
野
区

２
事
業
の
種
類
東
京
都
市
計
画
道
路
事
業
区
画
街
路
中
野
区
画

街
路
第
３
号
線

３
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、

地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

４
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

���������

別
記
の
と
お
り

５
土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏

名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

６
裁
決
手
続
開
始
決
定
年
月
日
令
和
７
年
１０月

１６日
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